
令和 4 年３月 7 日 

都 市 局 

まちづくり推進課 

熊本市城下町及び川尻地区（熊本県熊本市）の 
歴史的エリアにおけるまちづくり事業を支援します！ 

～ 「くまもと歴史まちづくりファンド」を設立！～ 
 

本日、MINTO 機構は、株式会社熊本銀行との間で「くまもと歴史まちづくりファンド有限責
任事業組合」を設立しました。 

同ファンドを通じて、歴史的価値の高い町屋等を活用した民間主体のリノベーションまちづくり
事業等を資金面で支援することにより、地域の賑わい創出に貢献します。 
 
○ 国土交通省とＭＩＮＴＯ機構（一般財団法人民間都市開発推進機構）は、地域金

融機関と連携し、一定のエリアをマネジメントしつつ、当該地域の課題解決に資する民間ま
ちづくり事業に出資等を行う「マネジメント型まちづくりファンド支援事業」を実施しています。 

○ 本エリアは、熊本地震の影響による建物解体や担い手不足により、歴史的価値の高い建
築物を含む町屋の維持が難しくなっております。また、町屋に限らず空き家、空き店舗等も
増加しており、賑わいの創出や回遊性の向上が求められています。 

○ 「くまもと歴史まちづくりファンド有限責任事業組合」は、歴史的価値の高い町屋の保存維
持や街の賑わい創出を図るため、町屋・空き家・空き店舗を商業施設や宿泊施設等へリノ
ベーションして行う民間まちづくり事業に支援を行います。 

 
 

 

 
＜問い合わせ先＞ 

 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 都市開発金融支援室  
担当：宮川、山地 

     電話：03-5253-8111(代表)(内線 32-592,32-544） 03-5253-8127(直通)  
  FAX：03-5253-1589 

今後のまちづくりについてお悩みの場合には、お気軽に以下のお問い合わせ先までご相談ください。 

ファンドの支援イメージ ファンドの支援イメージ 



○一定のエリアをマネジメントしつつ、当該地域の課題解決に資する、リノベーション等の民間まちづくり事業を連鎖的に進
めるため、民都機構と地域金融機関が連携してファンドを立ち上げ、当該事業に対して出資・融資等により支援し、地域
内の資金循環を促進。

民都開発推進機構→まちづくりファンドへの支援
○支援対象者 ：有限責任事業組合、投資事業有限責任組合その他
の組合、合同会社、株式会社その他の会社等

まちづくりファンド→民間まちづくり事業への支援
○支援対象者 ：民間まちづくり事業者
○支援対象事業：地域内の一定の区域の価値向上を図りつつ、当該地
域の課題解決に資する民間まちづくり事業
○支援限度額
・出資の場合、当該出資を受けた直後の対象事業者の資本（純資産）
の額の３分の２又は総事業費の３分の２のいずれか少ない額
・融資の額は、総事業費の３分の２
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•築約200年の伝統的建造物で
ある旧酒蔵・旧民宿の建物をリノ
ベーションして、宿泊施設・レスト
ランを運営。

•2017年に営業を終了した公
衆浴場を、新たに飲食棟を併
設した入浴施設に整備し運営。

支援事例1
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■制度活用事例

ながのけんしん奈良井宿まちづくりファンド（長野県長野市）

支援事例2
長門湯本温泉まちづくりファンド（山口県山口市） 温泉
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